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関税法第  条第  項の規定に基づき、令和  年  月  日までに下

記のとおり業務の改善に必要な措置をとるべきこと等を命じます。 
 また、改善措置等を行った場合はその内容を遅滞なく文書により報告してく

ださい。 
        
 

記 
 
 
１．とるべき改善措置等 
 
 
 
２．改善措置等を命ずる理由 
 
 
 

別紙２－２ 


